
平成２３年度不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針 

 

平成２３年８月３１日施行 

 

１ 目的 

不動産鑑定業者（以下「業者」という。）の鑑定評価等業務の状況等を把握すると

ともに、必要に応じた適切な指導等を行い、もって不動産の鑑定評価の適正性の確保

と制度の信頼性の維持向上を図るため、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年

法律第152号。以下「法」という。）第45条第１項に基づく検査を実施する。 

このため、「不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱」に基づき、平成20年度より

実施方針を定め、検査を実施してきているところである。 

平成23年度においては、以下のとおり検査を実施する。 

 

２ 実施期間 

原則として、平成23年９月１日から12月20日までの間に実施する。 

 

３ 検査対象 

 Ⅰ 検査対象業者 

国土交通大臣登録または都道府県知事登録を問わず、証券化対象不動産（不動産鑑

定評価基準各論第３章に規定するものをいう。以下同じ。）の価格調査または財務諸

表のための価格調査（「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方」Ⅱ．

適用範囲に規定するものをいう）の実績のある業者を中心として、次のいずれかに該

当するものから選定する。 

① 法第28条に基づく事業実績報告の内容を踏まえ、業務の適正な運営を確保する

観点から検査を行う必要が認められる業者（最近２年以内に検査を受けていない業

者のうち、前年の鑑定評価件数が相対的に多い業者など） 

② 最近３年以内に監督処分、行政指導を受けた業者 

③ 所属する不動産鑑定士が、最近３年以内に懲戒処分、行政指導を受けた業者 

④ 新規登録業者（登録後３年未満の業者） 

⑤ 過去の立入検査の結果、再度検査を行う必要が認められる業者 

⑥ その他、検査を行う必要が認められる業者 

Ⅱ 検査対象価格等調査 

証券化対象不動産にかかる鑑定評価については、平成19年７月１日以降に交付され

た不動産鑑定評価基準各論第３章適用の鑑定評価書をその対象とする。また、同一の

証券化対象不動産を対象に継続調査として行われた鑑定評価基準に則らない成果報告



書については、平成22年１月１日以降の契約に基づき交付された当該成果報告書をそ

の対象とする。 

また、財務諸表のための価格調査については、賃貸等不動産の時価等を財務諸表に

注記するための不動産の時価を求める目的で行われ、かつ平成22年１月１日以降の契

約に基づき交付された鑑定評価書あるいは成果報告書を対象とする。 

当該検査に当たっては、検査の円滑な実施に資するため、検査対象となりうる鑑定

評価書及び成果報告書に関する諸情報について別紙様式１及び２による事前の提示を

検査対象業者に対して要請する。 

 

４ 検査の基本的事項 

業務の運営状況の適切さを把握するため、業者における法令遵守の状況、鑑定評価

業務の受託、実施及び審査等に関する状況について聴取するとともに、制度の信頼性

の維持向上の観点から、証券化対象不動産にかかる鑑定評価書等又は財務諸表のため

の鑑定評価書等の検査を行う。 

その際、以下のガイドライン等への対応状況にも着目する。 

・「不動産鑑定士が不動産に関する価格調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確

定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン（以下「価格等調査ガイドラ

イン」という。）」 

・「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の

確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン運用上の留意事項」 

・｢証券化対象不動産の継続評価の実施に関する基本的考え方｣ 

・「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方」 

・｢鑑定評価等の適正な実施について｣（平成21年３月31日国土地第200号） 

・｢証券化対象不動産に係る鑑定評価等の適正な実施について｣（平成22年７月６

日国土鑑第10号） 

・｢証券化対象不動産に係る鑑定評価等の適正な実施について｣（平成23年６月29

日国土鑑第12号） 

検査等の項目は、業務の運営状況の適切さを把握するために有効と考えられる以下

のⅠ～Ⅴの項目を基本とする。 

なお、以下の項目以外の項目についても、不動産鑑定業の適正な運営を図る観点か

ら検査する場合がある。 

 

Ⅰ．法令遵守の状況 

主に以下の項目について聴取するとともに既存資料の閲覧を、適宜、求める。 

（１）法第27条の規定について 



法第27条で規定する変更届を遅滞なく提出しているか。 

（２）法第35条第２項の規定について 

事務所に専任の不動産鑑定士を欠くに至った場合において、２週間以内

にすべての事務所に専任の不動産鑑定士が置かれている状態になるよう

必要な措置をとっているか。 

（３）法第36条第１項の規定について 

業者の業務に関し、不動産鑑定士でない者をして不動産の鑑定評価を行わ

せていないか。 

（４）法第36条第２項の規定について 

法第 40 条第１項又は第２項の規定により業務禁止処分を受けた不動産鑑

定士に鑑定評価等業務を行わせていないか。 

 

Ⅱ．鑑定評価業務の受託、実施及び審査等に関する状況 

鑑定部門の独立性、守秘義務の徹底、品質管理の観点から、業務の受託、実施、

審査等の状況について聴取するとともに、適宜、既存資料の閲覧を求める。 

 

Ⅲ 鑑定評価書の記載事項の検査 

（１）法第39条第１項の規定について 

法令に定める以下の事項が鑑定評価書に記載されているか。 

①鑑定評価の対象となった対象不動産等の表示 

②依頼目的その他鑑定評価の条件となった事項 

③鑑定評価額の決定の基準とした年月日及び鑑定評価を行った年月日 

④鑑定評価額の決定の理由の要旨 

⑤鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係等の有

無 

（２）法第39条第２項の規定について 

鑑定評価書には、鑑定評価に関与した不動産鑑定士の署名押印がされている

か。 

（３）法第39条第３項の規定について 

鑑定評価書の写しその他の書類を保存しているか。 

 

Ⅳ．証券化対象不動産に係る鑑定評価書等の検査 

主に以下の項目について検査官が別に指示する鑑定評価書の写しの提示を受けた

上で検査を行うとともに、適宜、既存資料の閲覧を求める。 

（１）処理計画の策定 



依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する確認事項が確認されて

いるか。また、適切かつ合理的な処理計画が策定されているか。 

（２）証券化対象不動産の個別的要因の調査等 

実施した実地調査に関する事項を鑑定評価書等に記載しているか。 

（３）エンジニアリング・レポートの取扱いと不動産鑑定士が行う調査 

・依頼者に対し、鑑定評価に際し必要なＥＲの提出を求め、その内容を分析・

判断した上で鑑定評価に活用しているか。 

・エンジニアリング・レポート（以下「ＥＲ」という。）の内容を鑑定評価に活

用するか否かの検討にあたって、その判断及び根拠を鑑定評価書等に記載し

ているか。 

・不動産鑑定評価基準に示されている以下の項目について鑑定評価書に記載し

ているか。 

①ＥＲの基本的属性 

②ＥＲの入手経緯、対応方針等 

③鑑定評価に必要となる専門性の高い個別的要因に関する調査 

④鑑定評価に必要となる専門性の高い個別的要因に関する調査についての不

動産鑑定士の判断 

＊ＥＲの記載内容を活用した場合、不動産鑑定士の調査で対応した場合等

の内容、根拠を鑑定評価書等に記載しているか。（特に再調達原価、修

繕費、資本的支出等についてのＥＲの活用の適否及び判断根拠は合理的

で説得力を有するか。） 

（４）ＤＣＦ法の適用等 

・ＤＣＦ法による収益価格を求める際に活用する資料についての妥当性や判断

の根拠等を鑑定評価書等に記載しているか。 

・ＤＣＦ法による収益価格を求める場合、査定した個々の項目等に関する説明、

それらを採用して収益価格を求める過程及び理由について、経済事情の変動

の可能性、論理的な整合性等を明確にしつつ、鑑定評価書等に記載している

か。 

＊特に貸室賃料収入、空室等損失、維持管理費、修繕費、プロパティマネ

ジメントフィー等の運営収益及び運営費用並びに資本的支出の査定及び

将来予測について、その妥当性や判断の根拠が合理的で説得力を有して

いるか。また、割引率等利回りの査定根拠が合理的で説得力を有してい

るか。 

・ＤＣＦ法で査定した収益価格と原価法及び取引事例比較法等で求めた試算価

格との関連について明確にしつつ、鑑定評価額を決定した理由について、鑑



定評価書等に記載しているか。 

・ＤＣＦ法の適用により収益価格を求めるにあたって、証券化対象不動産に係

る収益又は費用の額につき、連続する複数の期間ごとに収益費用項目に区分

し、鑑定評価書等に記載しているか。また、証券化対象不動産の用途・類型

等に応じて実務面で適切に対応しているか。 

なお、継続評価についても、割引率等利回りの査定根拠やＥＲ、ＤＣＦ法等を適

用するにあたり必要となる資料の入手・活用の状況を検査する。 

 

Ⅴ．財務諸表のための鑑定評価書等（賃貸等不動産に係るもの）の検査 

主に以下の項目について検査官が別に指示する鑑定評価書等の写しの提示を受け

た上で検査を行うとともに、適宜、既存資料の閲覧を求める。 

（１）処理計画の策定等 

・適切かつ合理的な処理計画が策定、または調査スケジュールが決定されてい

るか。 

（２）依頼者、依頼目的、開示範囲等の記載等 

・依頼者及び成果報告書の提出先、並びに依頼目的が記載されているか。 

・調査価格等が依頼者以外の者に開示される場合にはその範囲が成果報告書に

記載があるか。また、不特定多数の者に広く公表される場合はその旨の記載

があるか。 

（３）重要性の確認 

・原則的時価算定を行う場合とみなし時価算定を行う場合を峻別するための対

象不動産の重要性を依頼者に確認しているか。 

（４）原則的時価算定の確認 

・対象確定条件については、企業会計基準等を適用する依頼者である企業の依

頼目的に照らして妥当と認められる条件を設定する場合以外は、現状を所与

とした条件を設定しているか。 

・不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行っているか。あるいは、不動産鑑

定評価基準に則ることができない場合その他不動産鑑定評価基準に則らない

ことに合理的理由がある場合に該当するか。 

（５）みなし時価算定の確認 

・原則的時価算定を行う場合とみなし時価算定を行う場合の峻別が適切になさ

れているか。 

・対象不動産の確定及び確認にあたっては、再評価を行う場合等理由がある場

合を除き実施調査を行っているか。 

・価格等調査ガイドラインにより、価格の種類ではなく、価格を求めた方法を



明記または記載しているか。 

・適用される企業会計基準等の趣旨、対象不動産の立地条件・規模・構造・用

途等を勘案して適切な手法を採用しているか。 

・成果報告書には、調査価格の算出に至る過程を記載しているか。 

 



別紙様式１（証券化対象不動産に係る 鑑定評価書・成果報告書） 

不動産鑑定業者名：                         

対 象 期 間 ：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

案件番号 交付年月日 依頼者名 用途 適用 

区分 

所在 鑑定評価額 担当不動産鑑定士名 在職の 

有無 

３期 

継続 

有無 

備考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



【別紙様式１ 記載要領】 

 

１．不動産鑑定評価基準第３章第１節Ⅰの証券化対象不動産の範囲に該当する鑑定評価書または鑑定評価基準に則らない成果報告書を対

象に記載する。 

  ただし、様式で求める情報を包含する帳票が別途存在（別葉にて不足する当該情報を補うことにより充足するものも含む）する場合

は、代替として当該帳票を用いることができる。 

２．鑑定評価書または成果報告書のどちらかに○をつける。 

３．一覧は四半期毎に整理する。（四半期とは１年を１～３月、４～６月、７～９月、１０～１２月に分けた期間） 

４．“案件番号”欄は貴社において通常用いられている通し番号を記載。（記載例：■■第９９号など） 

５．“交付年月日”欄は鑑定評価書または成果報告書の交付日を記載。（記載例：平成２０年１月１日） 

６．“依頼者名”欄は鑑定評価書または成果報告書の交付先の名称を記載。（記載例：国土太郎投資法人） 

７．“用途”欄は次の区分を記載。“オフィス”・“レジデンス”・“その他”。なお、オフィスとレジデンスが複合する用途の他、前

２区分以外の用途である場合は全て“その他”の区分を適用する。 

８．“適用区分”欄は、鑑定評価書の場合に以下の該当の別に丸付き数字を記載。（記載例：①） 

①資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引

並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引 

②不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引 

③金融商品取引法第２条第１項第５号（社債券）、第９号（株券又は新株予約証券）（専ら不動産取引を行うことを目的として設置さ

れた株式会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条第１項の規定により株式会社として存続する有限会社を含

む。）に係るものに限る。）、第１４号（受益証券発行信託の受益証券）及び第１６号（抵当証券）に規定する有価証券並びに同条

第２項第１号（信託受益権）、第３号（合名会社若しくは合資会社の社員権又は合同会社の社員権）及び第５号（いわゆる集団投資

スキーム持分）の規定により有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を生ずる不動産取引 

９．“所在”欄は証券化対象不動産の、建物の所在、又は更地の場合は地番を記載（記載例：東京都千代田区霞ヶ関○―○―○） 

１０．“鑑定評価額”欄は鑑定評価書に掲げる鑑定評価額を記載（記載例：983,000,000） 

１１．“担当不動産鑑定士”欄は署名押印した不動産鑑定士や不動産鑑定士補の氏名を記載（複数の者によるものの場合、中点を氏名間

に置き列記）（記載例：国土太郎・交通次郎） 

１２．“在職の有無”は検査実施日における貴所在職の有無を記載（複数の者によるものの場合、１１．の氏名の記載順に合わせ中点を

間に置き列記）（記載例：有・無） 

１３．“３期継続有無”は当該鑑定評価が当年を含み３期継続されているものであれば“有”と記載 



別紙様式２（財務諸表のための（賃貸等不動産に係るものに限る） 鑑定評価書・成果報告書） 

不動産鑑定業者名：                         

対 象 期 間 ：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

案件番号 交付年月日 依頼者名 分類 所在 鑑定評価額 担当不動産鑑定士名 在職の 

有無 

備考 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 



 
【別紙様式２ 記載要領】 

 

１．財務諸表のための鑑定評価書または鑑定評価基準に則らない成果報告書を対象に記載する(賃貸等不動産に係るものに限る)。 

  ただし、様式で求める情報を包含する帳票が別途存在（別葉にて不足する当該情報を補うことにより充足するものも含む）する場合

は、代替として当該帳票を用いることができる。 

２．鑑定評価書または成果報告書のどちらかに○をつける。 

３．一覧は四半期毎に整理する。（四半期とは１年を１～３月、４～６月、７～９月、１０～１２月に分けた期間） 

４．“案件番号”欄は貴社において通常用いられている通し番号を記載。（記載例：■■第９９号など） 

５．“交付年月日”欄は鑑定評価書または成果報告書の交付日を記載。（記載例：平成２２年７月１日） 

６．“依頼者名”欄は鑑定評価書または成果報告書の交付先の名称を記載。（記載例：(株)国土太郎） 

７．“分類”欄は、次の区分を記載。“建物及びその敷地”・“宅地”・“その他”。 

８．“所在”欄は対象不動産の、建物の所在、又は更地の場合は地番を記載（記載例：東京都千代田区霞ヶ関○―○―○） 

９．“鑑定評価額”欄は鑑定評価書に掲げる鑑定評価額を記載（記載例：983,000,000） 

１０．“担当不動産鑑定士”欄は署名押印した不動産鑑定士や不動産鑑定士補の氏名を記載（複数の者によるものの場合、中点を氏名間

に置き列記）（記載例：国土太郎・交通次郎） 

１１．“在職の有無”は検査実施日における貴所在職の有無を記載（複数の者によるものの場合、１０．の氏名の記載順に合わせ中点を

間に置き列記）（記載例：有・無） 

 

 


